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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第２区分
【発行日】平成28年4月7日(2016.4.7)

【公開番号】特開2014-163956(P2014-163956A)
【公開日】平成26年9月8日(2014.9.8)
【年通号数】公開・登録公報2014-048
【出願番号】特願2013-31841(P2013-31841)
【国際特許分類】
   Ｇ０３Ｇ  15/01     (2006.01)
   Ｇ０３Ｇ  15/16     (2006.01)
   Ｇ０３Ｇ  21/14     (2006.01)
   Ｇ０３Ｇ  21/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０３Ｇ   15/01     １１４Ａ
   Ｇ０３Ｇ   15/16     １０３　
   Ｇ０３Ｇ   21/00     ３７２　
   Ｇ０３Ｇ   21/00     ３８４　

【手続補正書】
【提出日】平成28年2月22日(2016.2.22)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　記録媒体に画像を形成する画像形成装置であって、
　所定の方向に順に並べて配置されており、それぞれ異なる色の画像が形成される回転可
能な像担持体を各々が備える複数のカートリッジと、
　前記画像形成装置の装置本体に設けられた開口と、
　前記複数のカートリッジを載置するためのカートリッジ支持部材であって、前記装置本
体の内部に位置して前記複数のカートリッジをそれぞれ画像形成動作可能な装着位置に位
置付けた収納位置と、前記開口を通り前記装置本体の外部に引き出されて前記複数のカー
トリッジを着脱可能とする着脱位置と、を取り得る移動可能なカートリッジ支持部材と、
　張架部材により張架されていて前記複数のカートリッジが備える像担持体に対向して配
設されている回転可能で可撓性を有する無端状のベルト部材と、
　前記ベルト部材を介して前記複数のカートリッジが備える像担持体に対してそれぞれ対
向して設けられている複数の転写部材と、
　前記複数の転写部材のうちの一つの特定転写部材を除く他の転写部材をそれぞれ対応す
る像担持体に対して前記ベルト部材を介して当接させた当接位置と像担持体から離間させ
た離間位置との間を移動させる移動手段と、を備え、
　前記特定転写部材に対応する像担持体と前記ベルト部材との接触位置は、前記他の転写
部材が前記当接位置に移動された状態における前記他の転写部材にそれぞれ対向する像担
持体と前記ベルト部材との接触位置それぞれを結んだ直線に対して前記ベルト部材を押し
込む方向に配置されていることを特徴とする画像形成装置。
【請求項２】
　前記特定転写部材に対応する像担持体と前記ベルト部材との接触位置が前記ベルト部材
を当該像担持体に巻き付ける方向に配置されることを特徴とする請求項１に記載の画像形
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成装置。
【請求項３】
　前記ベルト部材は前記像担持体から画像の転写を受ける中間転写部材であることを特徴
とする請求項１または２に記載の画像形成装置。
【請求項４】
　前記ベルト部材は前記像担持体から画像の転写を受ける記録媒体を担持して搬送する記
録媒体搬送部材であることを特徴とする請求項１または２に記載の画像形成装置。
【請求項５】
　前記転写部材は転写ブラシであることを特徴とする請求項１ないし４のいずれか一項に
記載の画像形成装置。
【請求項６】
　前記転写部材は転写ローラであることを特徴とする請求項１ないし４のいずれか一項に
記載の画像形成装置。
【請求項７】
　前記特定転写部材に対応する像担持体には黒色画像が形成され、前記記録媒体にフルカ
ラー画像を形成するカラーモードと黒色画像を形成するモノクロモードを選択して実行す
ることができ、前記カラーモードが選択されたときは前記移動手段により前記他の転写部
材が前記当接位置に移動され、前記モノクロモードが選択されたときは前記移動手段によ
り前記他の転写部材が前記離間位置に移動されることを特徴とする請求項１ないし６のい
ずれか一項に記載の画像形成装置。
【請求項８】
　前記特定転写部材に対応する像担持体は前記他の転写部材にそれぞれ対応する像担持体
よりも前記ベルト部材の移動方向下流側に配設されていることを特徴とする請求項１ない
し７のいずれか一項に記載の画像形成装置。
【請求項９】
　前記カートリッジ支持部材の前記収納位置から前記着脱位置へ向かう方向を引き出し移
動方向とすると、前記カートリッジ支持部材が前記着脱位置にある時、前記引き出し移動
方向に直交する方向に関して、前記特定転写部材に対応する像担持体は、前記他の転写部
材に対応する像担持体よりも前記ベルト部材の側に配置されていることを特徴とする請求
項８に記載の画像形成装置。
【請求項１０】
　前記複数のカートリッジのうち、前記特定転写部材に対応する像担持体を有するカート
リッジが前記引き出し移動方向における最も下流の位置に配置されていることを特徴とす
る請求項１乃至９のいずれか一項に記載の画像形成装置。
【請求項１１】
　前記複数のカートリッジのうち、前記特定転写部材に対応する像担持体を有するカート
リッジが、前記他の転写部材にそれぞれ対応する像担持体を有するカートリッジと比較し
て、現像剤を貯蔵する容量が大きいことを特徴とする請求項１乃至１０のいずれか一項に
記載の画像形成装置。
【請求項１２】
　前記引き出し移動方向は、下流側が上流側よりも低位となるように水平方向に対して傾
斜していることを特徴とする請求項１乃至１１のいずれか一項に記載の画像形成装置。
【請求項１３】
　前記カートリッジ支持部材は、前記装置本体の内部において水平に対して引き出し移動
方向の下流側が上流側よりも低位となるように傾斜して配設されていることを特徴とする
請求項１２に記載の画像形成装置。
【請求項１４】
　前記他の転写部材の前記当接位置または離間位置への移動に関わらず、前記特定転写部
材は対応する像担持体に対して前記ベルト部材を介して当接が維持されていることを特徴
とする請求項１乃至１３のいずれか一項に記載の画像形成装置。
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【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１０】
　上記の目的を達成するための本発明に係わる画像形成装置の代表的な構成は、
　記録媒体に画像を形成する画像形成装置であって、
　所定の方向に順に並べて配置されており、それぞれ異なる色の画像が形成される回転可
能な像担持体を各々が備える複数のカートリッジと、
　前記画像形成装置の装置本体に設けられた開口と、
　前記複数のカートリッジを載置するためのカートリッジ支持部材であって、前記装置本
体の内部に位置して前記複数のカートリッジをそれぞれ画像形成動作可能な装着位置に位
置付けた収納位置と、前記開口を通り前記装置本体の外部に引き出されて前記複数のカー
トリッジを着脱可能とする着脱位置と、を取り得る移動可能なカートリッジ支持部材と、
　張架部材により張架されていて前記複数のカートリッジが備える像担持体に対向して配
設されている回転可能で可撓性を有する無端状のベルト部材と、
　前記ベルト部材を介して前記複数のカートリッジが備える像担持体に対してそれぞれ対
向して設けられている複数の転写部材と、
　前記複数の転写部材のうちの一つの特定転写部材を除く他の転写部材をそれぞれ対応す
る像担持体に対して前記ベルト部材を介して当接させた当接位置と像担持体から離間させ
た離間位置との間を移動させる移動手段と、を備え、
　前記特定転写部材に対応する像担持体と前記ベルト部材との接触位置は、前記他の転写
部材が前記当接位置に移動された状態における前記他の転写部材にそれぞれ対向する像担
持体と前記ベルト部材との接触位置それぞれを結んだ直線に対して前記ベルト部材を押し
込む方向に配置されていることを特徴とする。
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